
 

六ヶ所ウラン濃縮工場 核燃料物質加工事業変更許可申請書の一部補正について 

（新型遠心機 初期導入工事計画の変更） 

１．はじめに 

○当社は平成１２年より我が国の技術者を六ヶ所村に結集し新型遠心機の開発を進めてきた。平成２０

年に実用化の目処がついたことから、新型遠心機をウラン濃縮工場に導入することとし、既設遠心機

を新型遠心機に取り替えることとした。 

○既設遠心機は加工能力１５０ｔＳＷＵ／年ずつ（運転単位）建設してきたが、新型遠心機の導入にあ

たっては、開発段階で確立した製造に関わる品質確保体制の実効性を確認して着実に導入を進める 

ことが重要であることから、「初期導入」として小規模で導入し、その後、約１０年程度を掛けて  

１５００ｔＳＷＵ／年を目指す考えである。 

○初期導入にあたっての手続きを順次進めており、平成２０年１１月には青森県知事および六ヶ所村 

村長から安全協定に基づく事前了解を頂き、平成２０年１２月には経済産業大臣に核燃料物質加工事

業変更許可申請（以下、事業変更許可申請という）を行った。その後、本年６月、経済産業大臣より

原子力委員長および原子力安全委員長に諮問され、現在、２次審査が行われているところである。 

○事業変更許可後は、「設計および工事の方法の認可」申請を行い、認可取得の後、新型遠心機の製造、

既設遠心機の撤去工事を進めていく。 

（※新型遠心機の更新概要を下図に示す。） 

 

２．工事計画の見直しについて 

○工事着工については、新型遠心機の製造準備、既設遠心機の撤去工事の準備作業（付着ウラン回収作

業等）を慎重に進めてきた結果、時間を要したので、平成２１年１２月としていたものを平成２２年４月とす

る。 

○運転開始については、着工時期を変更したこと及び撤去工事や新型遠心機の据付・調整等の工事計画の

詳細を検討した結果、平成２３年３月としていたものを平成２３年９月とする。 

○この工事計画変更の決定に伴い、事業変更許可申請書の一部補正を行った。 

 

（※初期導入の７５ｔＳＷＵ／年の更新については、２回に分けて半分ずつ更新することとしており、運転開始

の詳細については、前半分の設備は、平成２３年３月としていたものを平成２３年９月とし、後半分の設

備は、平成２４年３月としていたものを平成２４年９月とする。） 
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既設遠心機1050tSWU/年の内、「初期導入」として RE-2A の 75tSWU/年を更新。 

 新型遠心機の更新概要図
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